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令和６年度第２回 くるみん・えるぼし認定企業 

認定通知書交付式を開催します！ 
 

山口労働局（局長 友
とも

住
ずみ

 弘一郎
こういちろう

）は、次世代育成支援対策推進法に基づく認定（通称「く

るみん」）企業及び特例認定（通称「プラチナくるみん」）企業並びに女性活躍推進法に基づ

く認定（通称「えるぼし」）企業として、以下の企業を新たに認定しました。 

当局では、令和６年度下半期に認定を受けた以下の企業を対象に、認定通知書交付式を開

催します。 

報道機関の皆様には、「職場における子育てサポート」及び「職場における女性活躍」が、

県内企業をはじめ県民の皆様に広く浸透するよう、取材・報道をよろしくお願いします。 

 

記 

 

日時   令和７年２月２７日（木） １０時３０分 

場所   山口地方合同庁舎２号館５階共用会議室（山口市中河原町６番 16 号） 

～各企業から認定を受けた感想や自社の取組紹介をいただきます～ 

 

認定企業一覧 

 

くるみん認定企業 

 徳山興産株式会社（周南市） 社会福祉法人ふたば園（萩市） 

 有限会社参輪（岩国市） 

 

えるぼし認定企業 

学校法人ＹＩＣ学院（山口市） 医療法人神徳会 三田尻病院（防府市） 

日立建設株式会社（宇部市） 

 

プラチナくるみん認定企業 

セコム美祢セキュリティ株式会社（美祢市） 



 
★「くるみん」 

次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と育児の両立支援に向けた取組を実施した

企業を厚生労働大臣が認定する制度です。 

 

★「プラチナくるみん」 

次世代育成支援対策推進法に基づき、くるみん認定を受けた企業のうち、より高い水

準の取組を実施した企業を厚生労働大臣が認定する制度です。 

 
★「えるぼし」 

女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進のための取組の実施状況が優良な企業を厚

生労働大臣が認定する制度です。 

 

 

〈添付資料〉 

資料１ 認定企業の取組内容 

資料２ 山口労働局管内の認定状況 

資料３ 企業の人材確保・定着に役立つ３つの認定制度のご案内（えるぼし・くるみん・ユ

ースエール） 

資料４ 次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の

認定基準等が改正されます 

 



セコム美祢セキュリティ株式会社 令和6年10月1日認定

〇企業概要

〇一般事業主行動計画に定めた目標とその達成状況

〇育児休業取得率（期間中育児休業取得者数／期間中出産者数による。男性については分母を期間中配偶者出産者数とする。）

〇その他の取組状況

〇認定企業の声
【事業主から】「希望する男女ともに仕事と育児を両立できる」働きやすい環境づくりに日々取り組んでいます。社員のライフステー
ジに応じた多様な働き方を支援する制度を整え、社員が “あんしん” して働き続ける環境づくりに今後も取り組んで参ります。

【育児休業を取得した女性労働者から】今回は第二子の育児休業で利用しました。周囲のサポートもあり育児休業に入るときも、復帰
するときもスムーズにできました。保育園の入園もすぐに決まり、繰り上げての復帰となりました。復帰後は時短勤務制度を利用し、
子供の急な病気のときも快く対応してもらえ、働きやすい環境が整っており、大変感謝しています。

【育児休業を取得した男性労働者から】長い不妊治療の末、念願の第一子を授かり思い切って育児休業を取得しました。育児休業を取
得したのは約1年前になりますが、今思い返すととても楽しかったと感じます。2～3時間おきに夜泣きをするので、妻と交代でミルク
をあげたり、おむつ交換をしたりしました。そのときは大変でしたが、育児休業を取得してよかったと思います。同じ部署の社員の理
解もあり、休職前も復帰後もスムーズに行うことができました。2人目を授かった時もまた育児休業を取得したいです。

代表取締役 松本 直樹代表者

山口県美祢市大嶺町東分3340-20所在地

警備業事業内容

99名（男性51名、女性48名）労働者数

企業のHP

せこむみねせきゅりてぃかぶしきがいしゃ

令和4年4月1日～令和6年3月31日計画期間

（1）社員一人あたり70％以上の有給休暇取得率を目指す
（2）男性社員の育児休業の取得促進に取り組む

目標

（1）毎月年次有給休暇の取得状況を把握。年次有給休暇に関する社員の意識調査を実施し、
取得しやすさ、取得しにくい理由について分析を行った。令和5年度の社員一人あたり
の年次有給休暇取得率は86.7％と、70％を上回った。

（2）育児・介護休業法の改正に合わせて、出生時育児休業を含む育児休業制度についてまと
めた資料を作成し従業員へ周知し、男性の育児休業取得を推奨。計画期間中に出産した
女性、配偶者が出産した男性全員が育児休業を取得した。

目標に対する
取組内容

100％女性労働者の育児休業取得率 200％男性労働者の育児休業取得率

小学校1年生までの子を育てる者を対象とした次の制度を整備。
・短時間勤務制度
・就業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
小学校就学前の子を育てる者を対象とした次の制度を整備。
・所定外労働の制限制度

育児をする労働者のための措置

毎月の社員会議で時間外労働の実績を共有し、次月の削減に向けて取
り組むよう呼びかけを実施。
社員が社外の知人等に自社の魅力を発信し、入社に至った場合「社員
PR活動費」を支給する「社員PR募集」制度を導入し、人員確保に取
り組んでいる。

所定外労働の削減のための措置

年次有給休暇と組み合わせて最大10日間の休暇を取得できる「フレッ
クス休暇」制度を導入。

多様な労働条件の整備のための措置

女性社員を対象に、女性管理職のための社内勉強会を開催し、外部講
師による講義の受講や意見交換会を実施。

育児をする女性労働者が就業を継続し
活躍できるようにするための取組
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徳山興産株式会社 令和6年10月2日認定

〇企業概要

〇一般事業主行動計画に定めた目標とその達成状況

〇育児休業取得率（期間中育児休業取得者数／期間中出産者数による。）

〇育児休業又は育児目的休暇取得率（期間中育児休業又は育児目的休暇取得者数／期間中配偶者出産者数による。）

〇その他の取組状況

〇認定企業の声
【事業主から】弊社は、すべての従業員が安心して家庭と仕事を両立できるよう、働きやすい職場環境づくりに取組んでいます。
また、企業の社会的責任（CSR活動）の一環として、子育て支援や就業体験等といった次世代育成支援にも取り組んでいます。
弊社はこれからも事業のみならず様々な企業活動を通じて地域社会の発展に貢献して参ります。

【育児休業を取得した女性労働者から】第一子から第三子まで計3回育児休業を取得しました。職場復帰後あまり間もなく育児
休業に入り申し訳なく感じていましたが、会社に環境が整っていたおかげで休業中は安心して子育てに専念することができまし
た。復帰後も時短勤務や急な子供の体調不良等で取得できる看護休暇等を利用させていただき、職場の皆さんのご理解とご協力
には感謝しかありません。働きやすい環境を作っていただき、子育てと仕事の両立に前向きになれています。

【育児休業を取得した男性労働者から】入社して1年ぐらいで育児休業を取得しました。初めての子育てで本当に大変でしたが、
休業中は子供に癒されながら充実した日々を送ることができました。実際に育児を通して夫婦2人で協力しないと乗り越えられ
ないと自分は感じたので、男性の育児休業は必要な制度であり、1年目なのに取得を後押ししてくれた会社と職場の皆さんには
感謝しています。

代表取締役社長 管田 英男代表者

山口県周南市栄町2-31所在地

金属製品製造業事業内容

170名（男性132名、女性38名）労働者数

https://tkosan.co.jp/企業のHP

とくやまこうさんかぶしきがいしゃ

令和3年4月1日～令和6年5月31日計画期間

（1）令和6年3月までに、子どもの出生時に父親が取得できる休暇制度の周知を図り、取得率
を100％にする

（2）高校生・大学生のインターンシップや就業研修等の受け入れを積極的に行う
目標

（1）出生時育児休業を含む育児休業制度や、休業中の経済的支援、職場復帰後に利用するこ
とができる制度等をまとめた資料を作成し従業員へ周知するとともに、各事業場の管理
職を通じて休業・休暇を取得しやすい環境整備に努めた。令和6年3月までの計画期間中
に配偶者が出産した男性全員が育児休業又は育児目的休暇を取得し、取得率は100％を
達成した。

（2）HPへの掲載、学校やしごとセンターとの連携等により積極的な周知を実施。令和4年度
は高校生・大学生を5名受け入れた。令和5年度には中学生の受け入れも行い、12名と令
和4年度よりも受け入れ人数が増加した。

目標に対する
取組内容

200％女性労働者の育児休業取得率

100％男性労働者の育児休業又は育児目的休暇取得率

小学校就学前までの子を育てる者を対象とした短時間勤務制度及び
所定外労働の制限制度を整備。

育児をする労働者のための措置

毎月の連絡会議で時間外労働の実績を共有し、一定の水準以上の者
に対しては面接指導を実施することとしている。

所定外労働の削減のための措置

毎月の連絡会議で年次有給休暇の取得実績を共有し、取得率が低い
者に対しては計画的に取得するよう指示を出すこととしている。

年次有給休暇の取得促進のための措置

資料1-2





社会福祉法人ふたば園 令和６年11月20日認定

〇企業概要

〇一般事業主行動計画に定めた目標とその達成状況

〇育児休業取得率（期間中育児休業取得者数／期間中出産者数による。男性については分母を期間中配偶者出産者数とする。）

〇その他の取組状況

〇認定企業の声
【事業主から】職員にとっての働きやすさNo.1を目指す法人として令和4年度に続き更なる進化を遂げるため2度目の取得を目指しまし
た。在職する職員だけでなく、これから就職や転職を目指す方にとっても将来にわたって安心して働ける職場であるよう一歩一歩進ん
でいきたいと思います。職員の気持ちの充実はより良いサービス提供と地域における共生社会実現の橋渡しに欠かせないものであると
信じてこれからも精進してまいります。

【育児休業を取得した女性労働者から】3度目の育児休業を取得しました。育児休業中は2人目の子どもとゆっくり過ごしたり、同じ年
代の子とふれあう場所に参加することができました。また、1人目の子どもともゆとりをもった時間の中できちんと向き合うことがで
きました。復帰後は短時間勤務をさせていただいており、その中で仕事の調整も可能となり、仕事と家事の両立ができています。

【育児休業を取得した男性労働者から】双子が生まれたという事もあって、短い期間でしたが初めて育児休業制度を利用させてもらい
ました。法人や同僚からは折をみて事業の進捗や、各種制度の情報提供もしていただき安心して制度を利用することができました。ま
た、家庭においては今まで見えなかった連続する絶え間ない子育ての苦労も垣間見えて、妻の偉大さと、育児から離れる時間も必要だ
と感じました。その一翼を担うためにもこれからは積極的に育児をしようと思うことができました。

理事長 西島 孝一代表者

山口県萩市三見3852-1所在地

社会福祉事業事業内容

113名（男性31名、女性82名）労働者数

http://www.futaba-hagi.jp企業のHP

しゃかいふくしほうじんふたばえん

令和4年4月1日～令和6年3月31日計画期間

（1）すべての雇用者に、育児休業等の制度周知及び促進を図る
（2）仕事と家庭の両立を図れるよう、新たな有給休暇（特別休暇）付与の周知と積極的な取

得を促す
（3）男性・女性職員が気兼ねなく育児休業を取得できる「お互い様」の職場風土を醸成する

目標

（1）育児休業制度だけでなく、休業中の経済的支援、職場復帰後に利用することができる制
度等をまとめた掲示物を作成し、育児休業取得を促した。

（2）家族のサポートやスキルアップ、リフレッシュ等幅広い目的で利用できる特別有給休暇
制度を整備し、全職員を対象として研修で周知し積極的な利用を促した。

（3）育児休業を取得した職員がいる事業所の職員への給付金支給について、運営会議におい
て検討。結果として給付金支給は見送り、引き続き協議を重ねることとなったが、気兼
ねなく育児休業を取得できるよう、事業所管理者からの声かけ、業務分担の見直し、休
業中の職員への事業所の状況の共有等、お互い様の職場風土醸成に取り組んだ。

目標に対する
取組内容

100％女性労働者の育児休業取得率 100％男性労働者の育児休業取得率

小学校就学前までの子を育てる者を対象とした所定外労働の制限制
度を整備。

育児をする労働者のための措置

半年ごとの実績を事業所管理者に共有し、所定外労働削減に向けた
呼び掛けを実施。

所定外労働の削減のための措置

年次有給休暇を5日取得した場合に利用できる特別有給休暇制度を整
備。また、半年ごとの取得状況を事業所管理者に共有し、取得促進
に向けた呼び掛けを実施。

年次有給休暇の取得促進のための措置

在宅勤務が可能な者を対象とした在宅勤務規程を整備。多様な労働条件の整備のための措置

資料1-3





有限会社参輪 令和７年１月９日認定

〇企業概要

〇一般事業主行動計画に定めた目標とその達成状況

〇育児休業取得率（期間中育児休業取得者数／期間中出産者数による。）

〇子の看護休暇取得状況
※労働者数300人以下の場合の特例として、期間中に男性の育児休業取得者がいない場合、小学校就学の始期に達するまでの子について、子
の看護休暇を取得した男性労働者が１名以上いるなどの条件を満たせば、認定を受けることができます。

〇その他の取組状況

〇認定企業の声
【事業主から】この度、くるみん認定をいただけたことを大変光栄に思います。当社は、創業以来『ずっと働きたい薬局』の理念のもと、環境
整備に力を入れ、会社運営を行ってまいりました。育児休業・看護休暇等を取得する社員のみならず、その周りでサポートしながら業務に従事
する社員への環境整備にも目を向け、ワークライフバランスの促進を図っています。今後も、会社全体が一つの大きな家族と考え、時代背景に
合わせた『ずっと働きたい薬局』をつくり続けていきたいと思っております。

【育児休業を取得した女性労働者から】出産後約１年間の育児休業を経て職場復帰しました。妊娠中は体調を気にかけてくださり業務の配慮を
していただいたので産前休業まで安心して仕事をすることができました。復帰後は想像以上に子供の体調不良で休ませていただくことが多く、
育児と仕事の両立は難しいなと悩む時期もありました。ですが周囲のご理解ご協力もあり無理なく働ける環境にしていただいたことに感謝して
おります。

【子の看護休暇を取得した男性労働者】子どもの発熱で保育園に預けられないときに子の看護休暇を取得させていただきました。夫婦共働きか
つお互いの両親も身近にいないこともあり看護休暇の制度はとても心強いです。これまでは、妻が会社を休み子の看病をしてくれていたのです
が、今回の看護休暇で子どもを看病しながら家事をする大変さを知り妻への感謝の気持ちがより強くなりました。そんな制度の利用を快く受け
入れてくださる会社、職場の皆様に感謝申し上げます。

代表取締役社長 鶴田 新代表者

山口県岩国市周東町下久原1023-7所在地

調剤薬局事業内容

71名（男性18名、女性53名）労働者数

https://www.sanwa.tc企業のHP

ゆうげんがいしゃさんわ

令和4年9月21日～令和6年9月20日計画期間

（1）計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする
男性社員…育児休業又は看護休暇の取得率を50％以上にすること
女性社員…取得率を80％以上にすること

（2）育児休業取得予定者に「育休復帰支援プラン」を策定し、円滑な育児休業取得・職場復帰を
サポートする。

目標

（1）各職場における育児休業取得者の業務カバー体制の見直しを行い、配置転換や新規採用によ
り代替要員を確保するとともに、応援手当や一人事務手当等、業務代替者への手当の充実を
図った。さらに、責任者会議において、職員が多様な業務に従事できる体制を整えるよう、
各部門長へ呼びかけを実施。その結果、男性社員の看護休暇取得率は50％、女性社員の育児
休業取得率は100％と、目標を達成した。

（2）育児休業の取得を促進するという自社の方針を明確化し、「育休復帰支援プラン」について
各職場にて直接説明を実施。育児休業取得予定者と面談を実施の上、プランを作成し、円滑
な育児休業取得及び職場復帰を支援した。

目標に対する
取組内容

100％女性労働者の育児休業取得率

１名男性労働者の子の看護休暇取得人数

小学校就学前までの子を育てる者を対象とした次の制度を整備。
・短時間勤務制度
・所定外労働の制限制度
・始業・就業時刻の繰上げ又は繰下げの制度

育児をする労働者のための措置

所定外労働の多い職場に人員を配置する等、体制の見直しを実施。所定外労働の削減のための措置
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学校法人ＹＩＣ学院 令和６年10月28日認定

〇企業概要

〇認定基準を満たした評価項目の実績

〇認定企業の声
【事業主から】この度「くるみん認定」に続き「えるぼし認定」をいただき大変光栄に存じます。私たちは地域の発展に貢献
する教育機関として、多様な人材育成を専門学校、幼稚園、小規模保育園等で行っています。教職員の約7割が女性で様々な
部署で活躍しており、託児施設や相談窓口の設置、時短勤務規程の拡充や社内研修の実施など、女性が働きやすく、成長・働
きがいを感じる環境整備に努めてまいりました。これからも多様性を尊重し、すべての人が安心して働き続け活躍できる環境
を目指し、さらに取り組んでまいります。

【女性管理職から】この度、「えるぼし認定」をいただき大変光栄に存じます。私は2012年、2歳半の子を育てながら再就職
し、産休・育休を経て、現在は部長職として経営戦略・採用人事開発・職業教育の開発に携わっています。幸せを感じながら
社会で活躍できているのは、充実した自己啓発支援制度と多様なキャリアコースのお陰だと日々感謝しております。本学院で
は、女性が多く活躍しており、特に育児休業後の働き方やキャリア形成に悩む教職員については、事例を共有し、勇気づける
ことが私の喜びです。これからも教職員のライフステージの変化に対し組織的に寄り添い、人の成長を大切にする法人として
地域に貢献し、大きく発展して参りたいと考えております。

理事長 井本 浩二代表者

山口県山口市小郡黄金町2-24所在地

教育・学習支援業事業内容

229名（男性60名、女性169名）労働者数

https://www.yic.ac.jp法人のHP

がっこうほうじんわいあいしーがくいん

【認定基準】
直近の事業年度において、正社員に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であるとともに、正
社員の基幹的な雇用管理区分における女性割合が産業ごとの平均値以上であること。

【実績】
正社員の女性割合 72.6%（産業平均値：39.9％）
正社員の基幹的な雇用管理区分の女性割合（産業平均値：37.2%）
①教員（情報／公務員） 41.2％
②教員（ビューティモード） 80.0％
③教員（リハビリ／看護福祉） 53.6％
④教員（調理製菓） 80.0％
⑤幼稚園教諭 91.7％
⑥保育士 100%

採用

【認定基準】
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働・法定休日労働の合計時間数の平均が、直近の事業
年度の各月ごとに全て45時間未満であること。

【実績】
法定時間外労働・法定休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。

労働時間等の
働き方

【認定基準】
直近の事業年度において、管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であること。

【実績】
管理職に占める女性の割合 45.8％（産業平均値：23.9％）

管理職比率

【認定基準】
直近の３事業年度に､次の①～④の項目のうち１項目以上の実績を有すること。

【実績】
① 女性の非正社員から正社員への転換 12人
② 女性のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 ０人
③ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 ０人
④ おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 １人

多様なキャリ
アコース

えるぼし認定 第２段階
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医療法人神徳会 三田尻病院 令和７年１月22日認定

〇企業概要

〇認定基準を満たした評価項目の実績

〇認定企業の声
【事業主から】この度、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」の最高ランクである★3をいただくことができ、大変光栄
に思います。当院は「病院は地域そしてスタッフのもの」という基本理念のもと、地域住民の皆さまに信頼される医療機関を
目指し、質の高い医療の提供に努めてまいりました。今回はスタッフが働きやすい職場環境づくりに力を入れてきた結果、こ
の度の認定に至ることができたと考えております。これまで、院内保育所の設置や柔軟な働き方制度の導入など、女性が安心
して仕事と家庭を両立できるよう、様々な取り組みを進めてまいりました。今後も、多様な人材がいきいきと働ける職場環境
を整備し、地域社会の発展に貢献してまいります。

【女性管理職から】この度、「えるぼし認定」を取得できましたことを大変嬉しく思います。当院では、看護師をはじめとす
る各職種で多くの女性職員が活躍しています。女性職員が長く働き続けるためには、育児短時間勤務や多様な勤務形態など、
働きやすい環境整備が不可欠です。私自身も、当院の柔軟な働き方制度のおかげで、育児休暇取得後も安心して職場復帰でき
ました。仕事と家庭を両立できるような支援体制を強化することで、女性職員の定着率向上だけでなく、患者さまへのサービ
スの質も向上すると確信しています。今後も、職員一人ひとりがその能力を最大限に活かせる職場環境を整備し、地域医療に
貢献できる病院を目指します。

理事長 神徳 眞也代表者

山口県防府市お茶屋町3-27所在地

医療業事業内容

220名（男性49名、女性171名）労働者数

http://www.mitajiri.net法人のHP

いりょうほうじんこうとくかい みたじりびょういん

【認定基準】
直近の事業年度において、正社員に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であるとともに、正社員の
基幹的な雇用管理区分における女性割合が産業ごとの平均値以上であること。

【実績】
正社員の女性割合 76.0％（産業平均値：66.9％）
正社員の基幹的な雇用管理区分の女性割合 96.4％（産業平均値：57.8%）

採用

【認定基準】
雇用管理区分ごとに算出した男性の平均勤続年数に対する女性の平均勤続年数の割合がそれぞれ0.7以
上であること。

【実績】
①医師 0.833（女性8.0年、男性9.6年）
②看護部 5.611（女性10.1年、男性1.8年）
③診療技術部 1.000（女性8.4年、男性8.4年）
④事務部 1.000（女性12.8年、男性12.8年）

継続就業

【認定基準】
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働・法定休日労働の合計時間数の平均が、直近の事業年度の
各月ごとに全て45時間未満であること。

【実績】
法定時間外労働・法定休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。

労働時間等の
働き方

【認定基準】
直近の事業年度において、管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であること。

【実績】
管理職に占める女性の割合 50.0％（産業平均値：44.2％）

管理職比率

【認定基準】
直近の３事業年度に､次の①～④の項目のうち１項目以上の実績を有すること。

【実績】
① 女性の非正社員から正社員への転換 ２人
② 女性のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 ０人
③ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 ３人
④ おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 26人

多様なキャリ
アコース

えるぼし認定 第３段階
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日立建設株式会社 令和７年１月22日認定

〇企業概要

〇認定基準を満たした評価項目の実績

〇認定企業の声

【事業主から】建設業界において、多様な視点を活かすことが、より良いものづくりにつながると考えています。
弊社では、女性が働きやすい環境整備に取り組み、キャリア形成を支援する制度を整えてきました。育児や介護
と仕事の両立を支援し、ライフステージに応じた働き方ができる環境を整えることで、すべての社員が能力を発
揮できる職場を目指しています。今後も、柔軟な働き方の推進や、社内の意識改革を進め、より働きがいのある
職場づくりを実現してまいります。

【女性管理職から】建設業全体の課題としてもあるように、技術者の高齢化や若手社員が減少する中、弊社では、
近年少しずつ女性技術者が入社し、活躍しております。今後も、女性社員が出産・育児などを経ても働き続やす
い職場の環境づくりや、キャリアアップ支援、管理職比率向上に力を入れていきたいと思います。

代表取締役 上村 隆晃代表者

山口県宇部市善和591-3所在地

建設業事業内容

114名（男性91名、女性23名）労働者数

https://hitachi-kensetsu.co.jp企業のHP

ひたちけんせつかぶしきがいしゃ

【認定基準】
直近の事業年度において、正社員に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であるとともに、
正社員の基幹的な雇用管理区分における女性割合が産業ごとの平均値以上であること。

【実績】
正社員の女性割合 24.4%（産業平均値：14.4％）
正社員の基幹的な雇用管理区分の女性割合 12.8%（産業平均値：10.1%）

採用

【認定基準】
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働・法定休日労働の合計時間数の平均が、直近の
事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。

【実績】
法定時間外労働・法定休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。

労働時間等の
働き方

【認定基準】
直近の事業年度において、管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であること。

【実績】
管理職に占める女性の割合 8.7％（産業平均値：3.9％）

管理職比率

【認定基準】
直近の３事業年度に､次の①～④の項目のうち１項目以上の実績を有すること。

【実績】
① 女性の非正社員から正社員への転換 ０人
② 女性のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 ０人
③ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 ０人
④ おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 ５人

多様なキャリ
アコース

えるぼし認定 第２段階
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山口労働局管内の認定状況 

１ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業一覧（令和７年２月 18 日現在）  

（１）くるみん認定企業（43 社）（初回認定日順）                   

 企業名 認定年 業  種 所在地 

１ 株式会社西京銀行 2007 年・2010 年・2015 年 金融業 周南市 

２ 医療法人茜会 2008 年 医 療 下関市 

３ 医療法人愛の会 2010 年・2014 年 医 療 下関市 

４ 株式会社ライブス 2012 年 生活関連サービス業 周南市 

５ 医療法人協愛会 2012 年・2013 年・2015 年・2020 年・2024 年 医 療 山口市 

６ 株式会社トクヤマ 2012 年 製造業 周南市 

７ 株式会社中冷 2013 年 製造業 下関市 

８ 医療法人社団青藍会 2013 年 医 療 山口市 

９ 医療法人岩国病院 2013 年 医 療 岩国市 

10 UBE 株式会社 2013 年・2015 年 製造業 宇部市 

11 社会福祉法人朋愛会 2013 年 介護事業 下関市 

12 宇部工業株式会社 2014 年・2017 年 建設業 宇部市 

13 社会福祉法人青藍会 2014 年 介護事業 山口市 

14 山口スバル株式会社 2015 年 小売業 山口市 

15 有限会社とーか 2015 年 介護事業 周南市 

16 東ソー株式会社 2016 年 製造業 周南市 

17 社会福祉法人幸洋福祉会 2018 年・2021 年 介護事業 下松市 

18 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 2018 年 社会福祉・介護事業 岩国市 

19 有限会社ロータス 2019 年 小売業 周南市 

20 株式会社奥野工務店 2020 年 建設業 山口市 

21 株式会社太陽コミュニケーションズ 2020 年 娯楽業 萩市 

22 フラワー・ブロスＴＭＳ株式会社 2020 年 小売業 宇部市 

23 フラワーブロスＴＭＳ株式会社 2020 年 小売業 宇部市 

24 株式会社テレトピア 2020 年 小売業 下関市 

25 中国水工株式会社 2021 年 専門・技術サービス業 宇部市 

26 株式会社アクロス 2022 年 小売業 周防大島町 

27 株式会社長野総合建築事務所 2022 年 専門・技術サービス業 岩国市 

28 セコム美祢セキュリティ株式会社 2022 年 サービス業 美祢市 

29 社会福祉法人ふたば園 2022 年・2024 年 社会福祉事業 萩市 

30 澤田建設株式会社 2023 年 建設業 防府市 

31 株式会社山産 2023 年 卸売業 山口市 

32 株式会社Ｆ ｓｔａｇｅ 2023 年 社会福祉・介護事業 下関市 

33 株式会社森芳楽園 2023 年 建設業 下関市 

34 テルモ山口株式会社 2024 年 製造業 山口市 

35 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ 2024 年 卸売業 下松市 

36 洋林建設株式会社 2024 年 建設業 周南市 

37 彦島製錬株式会社 2024 年 製造業 下関市 
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38 学校法人ＹＩＣ学院 2024 年 教育、学習支援業 山口市 

39 ＵＩＣコンサルタント株式会社 2024 年 専門・技術サービス業 宇部市 

40 株式会社ミヤベ 2024 年 建設業 岩国市 

41 防府通運株式会社 2024 年 運輸業 防府市 

42 徳山興産株式会社 2024 年 製造業 周南市 

43 有限会社参輪 2025 年 小売業 岩国市 

（参考）全国の認定企業数 4,749 社(令和６年９月末時点)  

（２）プラチナくるみん認定（プラチナくるみんプラス認定）企業（８社）（初回認定日順）                

 企業名 認定年（プラス認定年） 業  種 所在地 

１ 医療法人愛の会 2019 年 医 療 下関市 

２ 東ソー株式会社 2021 年 製造業 周南市 

３ 株式会社トクヤマ 2022 年 製造業 周南市 

４ 株式会社テレトピア 2022 年 小売業 下関市 

５ フラワー・ブロスＴＭＳ株式会社 2022 年（2022 年） 小売業 宇部市 

６ フラワーブロスＴＭＳ株式会社 2022 年（2022 年） 小売業 宇部市 

７ 中国水工株式会社 2023 年 専門・技術サービス業 宇部市 

８ セコム美祢セキュリティ株式会社 2024 年 サービス業 美祢市 

 （参考）全国の認定企業数 676 社（令和６年９月末時点）  

２ 女性活躍推進法に基づく認定企業一覧（令和７年２月 18 日現在）  

（１）えるぼし認定企業（21 社）（認定日順）                   

 企業名 認定年（認定の段階） 業  種 所在地 

１ 株式会社カワトＴ.Ｐ.Ｃ. 2017 年（★★） 製造業 岩国市 

２ 株式会社丸久 2018 年（★★★） 小売業 防府市 

３ 生活協同組合コープやまぐち 2018 年（★★★） 複合サービス事業 山口市 

４ 医療法人治徳会 2018 年（★★） 医 療 周南市 

５ 社会福祉法人朋愛会 2019 年（★★） 介護事業 下関市 

６ 社会福祉法人幸洋福祉会 2021 年（★★） 介護事業 下松市 

７ 有限会社仁成堂 2021 年（★★） 小売業 山口市 

８ 医療法人協愛会 2021 年（★★） 医 療 山口市 

９ 医療法人愛の会 2021 年（★★） 医 療 下関市 

10 フラワー・ブロスＴＭＳ株式会社 2021 年（★★） 小売業 宇部市 

11 フラワーブロスＴＭＳ株式会社 2021 年（★★） 小売業 宇部市 

12 有限会社渡辺薬局 2021 年（★★） 小売業 岩国市 

13 あさひ製菓株式会社 2021 年（★★） 製造業 柳井市 

14 西日本医療サービス株式会社 2021 年（★★） サービス業 山陽小野田市 

15 社会保険労務士法人桑原事務所 2021 年（★★） 専門・技術サービス業 防府市 

16 国益建設株式会社 2022 年（★★★） 建設業 下松市 

17 サマンサジャパン株式会社 2024 年（★★★） サービス業 周南市 

18 株式会社ユーテック 2024 年（★★★） 専門・技術サービス業 宇部市 

19 学校法人ＹＩＣ学院 2024 年（★★） 教育、学習支援業 山口市 

20 医療法人神徳会 2025 年（★★★） 医 療 防府市 

21 日立建設株式会社 2025 年（★★） 建設業 宇部市 

（参考）全国の認定企業数 3,041 社(令和６年９月末時点)  



事業主・事業主団体の皆さまへ

厚生労働省は、雇用管理の改善に取り組む事業主の皆さまを支援する３つの認定制度を設けています。

認定取得は、働きやすい職場環境の整備につながり、企業の魅力向上や人材確保・定着などに役立ち

ますので、ぜひご検討ください！

女性活躍推進法特集ページ 検 索

企業の人材確保・定着に役立つ

３つの認定制度のご案内
（えるぼし・くるみん・ユースエール）

厚生労働省は、雇用管理の改善に取り組む事業主の皆さまを支援する３つの認定制度を設けています。
認定を取得すると、働きやすい職場環境の整備につながり、企業の魅力向上や人材確保・定着などに
役立ちますので、ぜひご検討ください！

えるぼし認定制度 女性活躍推進

「女性活躍推進法」に基づく認定制度。一般事業主行動計画の策定・届け出を行った事業主のうち、
女性の活躍促進のための取組の実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が「えるぼし認定企業」や
「プラチナえるぼし認定企業」として認定します。

えるぼし認定制度のメリット

●自社の商品、広告などに認定マークを使用できる

●日本政策金融公庫から低利融資が受けられる※

●公共調達で加点評価が得られる※ ※詳しくは裏面ご参照ください

両立支援のひろば 検 索

くるみん認定制度 子育てサポート

「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定制度。一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主の
うち、計画に定めた目標を達成するなどの一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が「くるみん認定
企業」「プラチナくるみん認定企業」「トライくるみん認定企業」として認定します。
不妊治療と仕事との両立支援に取り組む企業を認定する「プラス」認定制度も始まりました。

くるみん認定制度のメリット

●自社の商品、広告などに認定マークを使用できる

●くるみん助成金（300人以下の企業）が受けられる

https://kuruminjosei.jp/

●日本政策金融公庫から低利融資が受けられる※

●公共調達で加点評価が得られる※ ※詳しくは裏面ご参照ください

若者雇用促進総合サイト 検 索

ユースエール認定制度 若者の採用・育成

「若者雇用促進法」に基づく認定制度。若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが
優良な中小企業を厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定します。

ユースエール認定制度のメリット

●ハローワーク等での重点的ＰＲの実施

●認定企業限定の就職面接会等に参加できる

●自社の商品、広告などに認定マークを使用できる

●日本政策金融公庫から低利融資が受けられる※

●公共調達で加点評価が得られる※ ※詳しくは裏面ご参照ください

QR

リーフレットNo.8・LL060326開若01

資料3



＜お問い合わせ＞
●えるぼし認定制度・くるみん認定制度：都道府県労働局 ●ユースエール認定制度：都道府県労働局、ハローワーク

総 配 点 に 占 め る 割 合（％）
（評 価 の 相 対 的 な 重 要 度 等 に 応 じ 配 点）※３

認 定 等 の 区 分
評
価
項
目

５％
の場合

７％
の場合

10％
の場合

12％
の場合

５７１０１２プラチナえるぼし

女活法

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
等

の
推
進
に
関
す
る
指
標

４６８１０えるぼし３段階目

３５７８えるぼし２段階目

２３４５えるぼし１段階目

１１２２行動計画

５７１０１２プラチナくるみん

次世代法

３５７８くるみん（R4改正後）

３４６７くるみん（R4改正前）

３４５６トライくるみん

２３４５くるみん（H29改正前）

４５８９ユースエール若者法

認定企業は、株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業）が実施する「働き方改革推進支援資金（企業活
力強化貸付）」を利用する場合、基準利率から引下げを受けることができます。

働き方改革実現計画を実施するために必要な設備資金及び運転資金資金使途

７億2,000万円（長期運転資金は２億5,000万円まで）融資限度額

設備資金：20年以内（うち据置期間2年以内）、運転資金：７年以内（うち据置期間2年以内）返済期間

基準利率からの引下げ幅は、認定の種類によって異なります。
また、使途、返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されるほか、
利率は金融情勢で変動します。詳しくは、日本政策金融公庫へお問い合わせください。

利 率

注１）融資の対象は、業種と企業規模で一定の要件があります。詳細は日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル（0120-154-505）で
ご確認ください。また、審査の結果、融資の希望に添えないことがあります。

注２）働き方改革推進支援資金の申し込みには、株式会社日本政策金融公庫への申請が必要です。詳細は、以下のURLを参照するか、
日本政策金融公庫へお問い合わせください。 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata.html

※１ 価格以外の要素を評価する調達とは、総合評価落札方式または企画競争による調達をいいます。
※２ 配点割合も含めた加点評価の詳細は、契約の内容に応じ、公共調達を行う行政機関が定めます。
※３ 複数の認定に該当する場合は、最も配点が高いもので加点が行われます。

日本政策金融公庫の融資を受ける際
認定企業は、金利の引き下げ対象となります

働き方改革推進支援資金（企業活力強化貸付）

各府省が価格以外の要素を評価する調達※１で公共調達を実施する場合は、認定企業を加点評価するよう、
国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」（H28.３.22 すべて
の女性が輝く社会づくり本部決定）に示されています。

価格以外の要素を評価する調達を行うときは、認定企業などのワーク・ライフ・バランス等推進企業を評
価する項目を設定し、評価項目が総配点に占める評価割合を定めます※２。

認定企業は、公共調達で加点評価の対象となります

内閣府が示している参考配点例

QR
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